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はじめに 

 この消費者教育教材Ｗｅｂコンテンツ「消費者トラブル『回避』Ｗｅｂラジオ」では、 

若者が陥りやすい消費者トラブルについて、事例やトラブル回避ポイントを映像やクイズなどで 

分かりやすく説明しています。 

主な内容 

チャプター 

導入チャプター 

消費者トラブルにあわないために／「契約」とは  ４分  ４７秒 

トラブルファイルチャプター 

オンラインショッピング、ネットオークション   

マルチ商法   

アダルトサイトによるワンクリック請求  

敷金返金  

多重債務  

７分  ３０秒 
  １０分  ３０秒 

７分  ５５秒 
８分  ２３秒 

１０分  ００秒 

クーリング•オフ制度チャプター １０分  ０７秒 

理解度チェック（クイズ形式） 

トラブルファイル 

オンラインショッピング、ネットオークション   

マルチ商法   

アダルトサイトによるワンクリック請求  

敷金返金  

多重債務  

３問 
３問 
３問 
３問 
３問 

Ｗｈａｔ‘ｓ クーリング•オフ制度 

クーリング・オフ  ３問 

各チャプターの解説 

導入チャプター 

契約について 

トラブルファイルチャプター 

オンラインショッピング、ネットオークション  

マルチ商法  

アダルトサイトによるワンクリック請求 

敷金返金  

多重債務 

クーリング•オフ制度チャプター 

クーリング•オフ制度、方法 

その他 

相談窓口一覧 

トラブル回避のポイント 

トラブル回避のポイント 

トラブル回避のポイント 

トラブル回避のポイント 

トラブル回避のポイント（クレジットカードの仕組み） 
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操作の手引き 

ＵＲＬの直接入力、または検索により、消費者トラブル「回避」マニュアルＷｅｂ ラジオスタート画面に 

アクセスしてください。 

ＵＲＬからアクセス 

<アクセス方法> 

http://nackynailly.com/troublemanual/ 

広島県 消費者トラブル Ｗｅｂラジオ 検 索 検索してアクセス 

※サイト画面 

「広島県若者の消費者被害防止サイト」トップ画面のバナーからアクセス 

http://nackynailly.com/ 
※バナー画面 

※「広島県若者の消費者被害防止サイト」は次のように検索できます。 

相談してムーチョ 検 索 

<スタート画面> 

①の ＳＴＡＲＴボタン をクリック 

  ＴＯＰページ（Ｐ.３の画面）に移動します。 

１ 
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<ＴＯＰページ> 

②の 動画画面の  をクリック 

  動画が再生されます。 

  再度 動画画面 をクリックすることで一時停止することが 

  できます。（再度画面をクリックすると再生されます。） 

③の 字幕ＯＮ/ＯＦＦスイッチ をクリック 

  動画内の字幕を調整できます。 

④の 全画面表示スイッチ をクリック 

  画面が拡大します。 

⑤の各 トラブルファイルの画面 をクリック 

  各「トラブルファイルページ」（Ｐ.４の画面）へ 

  移動します。 

⑥の各 理解度チェック バナー をクリック 

  各「理解度チェックページ」（Ｐ.５の画面）へ移動します。 

⑧の 契約について バナー をクリック 

  「契約についてページ」（Ｐ.８の画面）へ移動します。 

⑨の Ｗｈａｔ’ｓクーリング・オフ制度？ バナー をクリック 

  「クーリング・オフ制度ページ」（Ｐ.７の画面）へ 

  移動します。 

⑩の 相談窓口 バナー をクリック 

  「相談窓口ページ」（Ｐ.８の画面）へ移動します。 

２ 

５ 

６ 

８ ９ 

３ ４ 

⑪の マニュアルダウンロード バナー をクリック 

  消費者トラブル『回避』Ｗｅｂラジオマニュアルが 

  表示されます。 

１０ 

７ 

１１ 

⑦の左右 チャンネル選択スイッチ をクリック 

  ラジオイラスト内の各トラブルファイル（⑤⑥）が 

  左右にスライドします。 
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<トラブルファイルページ> 

⑫の 動画画面の  をクリック 

  動画が再生されます。 

  再度 動画画面 をクリックすると、一時停止し 

  ９０秒のカウントダウンが始まります。 

  この間に、生徒とディスカッションを行ってください。 

  ９０秒後に画面に「ＴＩＭＥ ＵＰ!」と表示されますが、カウント 

  ダウンが終わっても自動的に再生されませんので 

  任意のタイミングで 動画画面 をクリックし、続きを再生して 

  ください。 

⑬の 再生•一時停止ボタン をクリック 

  カウントダウンのない通常の一時停止ができます。 

  もう一度クリックすると続きが再生されます。 

⑭の ６コママンガの各場面 をクリック 

  マンガの場面に沿ったタイミングから動画が再生されます。 

⑮の 理解度チェック バナー をクリック 

  「理解度チェックページ」（Ｐ.５の画面）へ移動します。 

⑯の トラブル回避のポイント バナー をクリック 

  「トラブル回避のポイントページ」（Ｐ.６の画面）へ移動します。 

  カウントダウンは動画のどの部分でも行うことができます。 

  回数の制限はありません。 

⑰の メインメニューへ をクリック 

  「ＴＯＰページ」（Ｐ.３の画面）へ移動します。 

※ＴＯＰページの導入チャプター同様、字幕ＯＮ/ＯＦＦ及び全画面表示ができます。 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ １６ 

１７ 
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<理解度チェックページ> 

各トラブルファイルごとに、○×クイズを３問出題します。 

⑲の 戻る をクリック 

  「トラブルファイルページ」（Ｐ.４の画面）に移動します。 

  ただし、ＴＯＰページから入った場合は、「ＴＯＰページ」（Ｐ.３の画面） 

  へ移動します。 

㉑の 解説を見る をクリック 

  次の解説ページへ移動します。 

問題画面で、⑱の ○または× をクリック 

それぞれ判定（正解，不正解）のページに進みます。 

⑳の メインメニューへ をクリック 

  「ＴＯＰページ」（Ｐ.３の画面）へ移動します。 

正解，不正解に応じた画面が展開します。 

解説ページでは 

正解，不正解のいずれでも、同じ解説が表示されます。 

㉒の 次の問題へ をクリック 

  次の問題ページへ移動します。 

  （２問目も同じ流れとなります。） 

３問目の解説ページの 結果を見る をクリック 

  問題の正解数を表示する画面へ移動します。 

㉓の 最初からやり直す をクリック 

  問題１に戻ります。 

１８ 

１９ ２０ 

２１ 

２２ 

２３ 
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<トラブル回避のポイントページ> 

㉔の 理解度チェック バナー をクリック 

  「理解度チェックページ」（Ｐ.５の画面）へ移動します。 

㉗の ∧または∨ をクリック 

  ∧は前の、∨は後の数字の位置に画面が移動します。 

㉖の メインメニューへ をクリック 

  「ＴＯＰページ」（Ｐ.３の画面）へ移動します。 

㉕の 戻る をクリック 

  前の画面に戻ります。 

※この項目は「オンラインショッピング,ネットオークション 

  トラブル回避のポイント」には対応していません。 

２４ 

２５ ２６ 

＜多重債務 トラブル回避のポイント拡大図＞ 

２７ 
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<クーリング•オフ制度ページ> 

㉘の 動画画面の  をクリック 

  動画が再生されます。 

  再度 動画画面 をクリックすると、一時停止します。 

  （カウントダウン機能は付いていません。） 

㉙の 理解度チェック バナー をクリック 

  「理解度チェックページ」（Ｐ.５の画面）へ移動し、 

  ○×クイズが３問出題されます。 

㉚ の クーリング・オフ制度、方法 バナー をクリック 

  「クーリング・オフ制度、方法ページ」（下段の画面）へ 

  移動します。 

２８ 

２９ ３０ 

<クーリング•オフ制度、方法ページ> 

㉛の 相談窓口 バナー をクリック 

  「相談窓口ページ」（Ｐ.８の画面）へ移動します。 

※ 戻る メインメニューへ ∧または∨ の操作方法は、トラブル回避のポイント（Ｐ.６） 

   と同様です。 

３１ 



８ 
 

<契約についてページ> 

㉜の メインメニューへ をクリック 

  「ＴＯＰページ」（Ｐ.３の画面）へ移動します。 

<相談窓口ページ> 

㉝の 戻る をクリック 

  前の画面に戻ります。 

㉞の メインメニューへ をクリック 

  「ＴＯＰページ」（Ｐ.３の画面）へ移動します。 

３２ 

３３ ３４ 
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消費者トラブル『回避』Ｗｅｂラジオ 補足説明 

消費者契約法では、契約の勧誘に問題があった場合として、 

４つの取消事由を定めています。（       の部分） 

●導入チャプター 

契約を解消できる場合一覧 

契
約
成
立 

原 
 

則 

例 
 

外 

契約履行 

無  効 

効力が最初から 

生じないこと。 

取  消 

一応有効な契約を、
後になって、最初に
遡って無効とするこ
と。取り消されない
限り、その契約は有
効。 

 

 

解  除 

契約が成立した後
に、一方の当事者の
意思表示によって、
契約が始めから存
在しなかったのと同
様の状態にするこ 

と。 

民 法 

・ 公序良俗違反 （第９０条） 

・ 錯誤（※１） （第９５条） 

・ 虚偽表示  （第９４条） 

消費者契約法（※２） 

・ 事業者の損害賠償責任の免除条項 （第８条） 

・ 過大な違約金条項 （第９条） 

民 法 

・ 未成年者の契約 （第５条第２項） 

・ 詐欺 （第９６条） 

・ 強迫 （   〃  ） 

民 法 

・ 相手方の債務不履行 （第４１５条） 

特定商取引法 

・ クーリング・オフ制度 

・ 過量訪問販売の解除制度 

消費者契約法 

・ 不実告知 （第４条第１項） 

・ 断定的判断の提供 （   〃 第１項） 

・ 不利益事実の不告知 （   〃 第２項） 

・ 不退去・退去妨害 （   〃 第３項） 

例 １ 

例 ２ 

例 ３ 

例 ４ 

事故車ではないと説明され
中古車を購入したが、実は
事故車だった。 

例 １ 

絶対に儲かると言われて 

株を購入したが、値が下がり、
損をした。 

例 ２ 

角地で日当たり良好と言わ
れて家を購入した後、前の
空き地にマンションが建っ
て日陰になった。契約時に
業者は建設計画を知ってい
たのに言ってくれなかった。 

例 ３ 

教材の訪問販売員に「要ら
ないから帰ってくれ」と言っ
たのに、深夜まで居座られ、
仕方なく契約してしまった。 

  

絵の展覧会でしつこく購入
を勧誘され、「帰りたい」と
言っても帰してもらえなかっ
たので、契約してしまった。 

例 ４ 

※１ 錯誤とは、思い違いのこと。錯誤により無効となるのは、単なる思い違いではなく、法律行為の内容の重要な部分に錯誤があり、 

     もしその錯誤がなかったら契約締結の意思表示をしなかったであろうと認められる場合である。 

※２ 契約全体が無効となるのではなく、契約の該当条項のみが無効となる。 

この補足説明の内容は、「消費者教育参考資料～消費者教育サポートブック～」 

（広島県消費生活課発行）に掲載されています。 

他にも参考となる説明もたくさん掲載していますので、この冊子もぜひご活用ください。 

２分４１秒 「販売方法に問題があるときは解約できる場合がある」とは？ 



１０ 

●トラブルファイルチャプター 「多重債務」 

リボルビング返済（一例です） 

 （手数料が実質年利１５％，毎月５,０００円の元金均等定額リボルビング方式を利用 

 毎月１日から月末までの支払いを翌月２７日に支払う。）  

※ ８月の返済額の計算であり、すでに２回返済しているので、 ３０,０００円 − （５,０００円×２） = ２０,０００円 

特定商取引に関する法律施行令（制令）第３条 別表第１ 

１.   親権者（民法第８１８条） ： 父母（子が養子であるときは養親）。 父母の婚姻中は、父母が共同して行います。 

                                         ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行います。 

２.   離婚、認知の場合（民法第８１９条） ： 父母の一方を協議等により親権者と定めます。 

３.   親権者を欠く場合（民法第８３８条第１号） ： 未成年後見人（裁判所の選定などにより定めます。） 

 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で使用する場合や、目的を定めないで自由 

に処分を許した財産を使用する場合は、未成年者でも単独で契約できます。 

 例えば、ゲームソフトなど法定代理人が不適切だと思う買い物であっても、小遣いの範囲内で契約した場合は、 

取り消すことができません。 

 どの程度の金額が処分を許された財産の範囲かは、未成年者の年齢や生活状況によって個別に判断します。 

 例えば、法定代理人から仕送りを受けている学生の場合、仕送り金額は生活費として使い道が決まっていること 

が多いため、それを除いた金額が処分を許された範囲となります。   

出典：「くらしの豆知識 ２０１５」（独立行政法人国民生活センター発行）一部変更しています。 

 （円） 

支払日/購入日 購入金額 元金返済額 利息支払額 合計返済額 借入残高 

Ｘ年   ５月    ５日 ３０,０００ 

Ｘ年   ５月   ２７日 ３０,０００ 

１ Ｘ年   ６月   ２７日 ５,０００ ３７５ ５,３７５ ２５,０００ 

２ Ｘ年   ７月   ２７日 ５,０００ ３１３ ５,３１３ ２０,０００ 

３ Ｘ年   ８月   ２７日 ５,０００ ２５０ ５,２５０ １５,０００ 

４ Ｘ年   ９月   ２７日 ５,０００ １８８ ５,１８８ １０,０００ 

５ Ｘ年  １０月     ２７日 ５,０００ １２５ ５,１２５ ５,０００ 

６ Ｘ年  １１月     ２７日 ５,０００ ６３ ５,０６３ ０ 

計 ３０,０００ １,３１４ ３１,３１４ 

★ 毎月の返済額 設定した金額 ＋ 手数料（返済月の借入残額×月利） 

  ◎     計算例 Ｘ年８月の返済額  ＝  ５,０００円  ＋｛（２０,０００円※ × （１５％÷１２か月）｝ =  ５,２５０円 

●クーリング・オフ制度チャプター 

１.   保養のための施設またはスポーツ施設を利用する権利 

２.   映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利 

３.   語学の教授を受ける権利 

３分１１秒 未成年者の「法定代理人」とは？ 

３分５０秒 「小遣いの範囲内での契約」とは？ 

７分０９秒 リボルビング払いの手数料のイメージは？   理解度チェック問題３の解説 

１分２０秒 特定商取引法が適用される「指定権利」とは？ 


